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行動援護従業者養成研修講座長野県知事指定

会　場

定　員

講 義・演 習
基礎課程：7/15（水）, 7/16（木）　実践課程：7/23（木）, 7/24（金）
受講時間：午前 9：30 ～午後 5：00 まで

20 名（定員となり次第募集を締め切らせて頂きます）

受講料

お申し込み方法
WEBサイトの専用お申込みフォームにてお申込み下さい。

※強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）修了者は、行動援護従業者養成研修の受講を要しません。

募集期間
2026 年５月 18 日（月）から 2026 年６月 18 日（木）まで

お申込みフォーム

佐久市　中込会館

会場MAP

〒385-0051 長野県佐久市中込１丁目 17 番地 8 　中込施設 2F

【URL  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG88UPUmjApeFJFZLNONb9Lq88BZf9i1HWhmXtb_ZRPVmhUA/viewform】
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第１回

33,000 円（テキスト代含む）


